
く概要》

吉見町こども医療費支給事業につきましては、o歳から15歳到達年度末 (中学校修
了)までのこどもを対象に「現物給付」を実施しているところです。さらなる子育て世レ
帯の経済的負担の軽減を図るため、令和2年 8月診療分から対象年齢を18歳到達年度
末まで拡大し、「現物給付」を実施してまいります。      1
保険診療の一部負担金につきましては、従前からあります国の公費負担医療に係る請

求書の記載方法と同様に、診療報酬明細書にこども医療費等の公貴負担者番号を記鱗し、
社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会に請求をして
いただくものです。

《対象者≫

令和 2年 8月診療分から

入院・ 通院ともに O歳から 18赫到達年度末まで

な し

その他 重度′い身障害者医療費>こども医療費>ひとり親家庭薔医療費

≪現物給付限慶額》

1か月あたりの現物総付は、1医療機関等 輪 含病院は1診療科日)の入院・通院別
で月額21,000未 満となります。21,000円 以上の堀合は、従来どおり保護者
|こよる窓□払い (償量払い)となりますので、当初、現物給付で診療を開始し、同月の
中途で21,000円 以上となつた場合、該当する診療科日の当月分は償還払いとなり
ます。

診療月におも.ヽ て、限度額21,000円 を超えそうな受給者については、現物給付で
はなく、月の途中で同月当初|こ遡り償還払いになることを事前|こ ご説明くださるようお
願いいたします。

《一部負担金 (現物給付の診療報酬分)支払方法≫

一部負担金分の支払については、審査支払業務を社会保嗅診療報酬支払基金埼玉支部
及び埼玉県国民健康保険団体連合会に委託しています。医療機関等からの請求に基づき
まして各審査支払機関より医療機関等への振込みとなります。
当該月分の―部負担金分は、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部または埼玉県国民健

康保険団体連合会より翌々月に支払われることとなります。

所得制限 な し

な し自己負担額

入院時食事療姜

標準負担額

吉見町こども医療費「現物給付」取扱いのお願い

対象年齢



≪公費負担者番号 (8桁)》
埼玉県で指定された公贅負担者番号です。医療制度ごとで番号が異なります。

窓□で必ずこども医療費畳給資格者証等の確認をお願いします。

《他公費優先≫ ・                   `
こともによつては、こども医療費支絡事業だけではなく、他の公費負担医療制度に該

当する場合があります。                           州

ことも医療費支給事業は、他の公置負担医療制度が優先する制度です。他の公費に自

己負担額がある場合は1その自己負担額分が現物給付の対象となります。

《その他》

協定書を締結する医療機関等については、1‐協定医療機関」のステッカーを送付いた

しますので、保護者の方に分かるような場所に掲示くださるようお願いいたします。

《間い合わせ先》

。こども医療貴関係

・ 子育て支援課 児童支援i系 0493-63-5014(直 通)
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